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これじゃ学校は変わらない！働き方改革の推進には法案の修正が必要 

給特法等の一部改正法案 国会で審議はじまる  
学校の働き方改革の一層の促進と教員の処遇改善をはかるとして、給特法等の一部改正法案が今国会

で審議されます。法案の内容と問題点、日教組のとりくみについてお知らせします。 
改正法案及び 25 年度教育予算では、学校の長時間労働を是正するための業務削減策や教職員

定数改善はまったく不十分！処遇改善として教職調整額を段階的に 10％に、26 年 1 月から 1％引
き上げ 5％とするものの、「賃金は少し上がるけど、働き方はこれまでと変わらない･･･」こと
が懸念されます。部活動の地域移行の推進や学習指導要領の内容の精選及び授業時数 
の削減などの具体策が必要です。また、「私の業務は減ったけどだれかの業務が増えた」 
では本末転倒です。学校全体の業務が減り、だれもが働きやすい職場となっていくこ 
とが重要です。                                           【法案の概要】 

働き方改革に関する改正法案 問 題 点 

【給特法】   
〇教委による「業務量管理・健康確保措置実

施計画」（以下「計画」）の策定・公表、計
画の実施状況の公表を義務付ける。 

〇「計画」の内容及び実施状況について総合
教育会議への報告を義務付ける。 

〇県教委による市教委への指導、助言等を努
力義務とする。 

【学校教育法】 
○学校評価に基づき講ずる学校運営改善措

置が「計画」に適合するよう義務付ける。 
【地方教育行政の組織及び運営に関する法
律（地教行法）】 
○学校運営協議会の承認事項に「業務量管

理・健康確保措置の実施に関する内容」 
を含める。 

◇「業務量管理・健康確保措置」の制度整備は評
価するが、依然として時間外在校等時間の上限
超えに対する歯止めがない。罰則など実効性を
担保する仕組みが必要 

◇持ち帰り業務が常態化している。在校等時間の
縮減のためさらに増加が危惧される。 
持ち帰り業務の時間も含めた勤務時間の把握・
管理が必要 

◇学校の働き方改革の進捗は自治体財政等によ
り地域間格差が広がっている。財源や人の配置
の拡充など、国の責任においてすすめるべき。 

◇「5 年で時間外在校等時間を月 30 時間程度に
縮減」について、具体的な縮減策やロードマッ
プが必要。 

◇３年後を目途とした勤務実態調査の実施、そ
の結果に基づき給特法の廃止・抜本的な見直
し行うことを明記すべき 
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処遇改善に関する改正法案 問 題 点 

【給特法】 
〇教職調整額を 4％から 10％に段階的に引

上げ。26 年から 1％ずつ引き上げる。 
〇ただし、施行後２年を目途として、勤務条

件に関する状況等を勘案し、必要があると
認めるときは、教職調整額に係る率の変更
を行うことを含め、必要な措置を講ずる 

〇幼稚園教員を除く。 
指導改善研修受講者に支給しない。 

【教育公務員特例法】 
○義務教員等教員特別手当（義務特手当）に

ついて、校務類型（文科省令で定める基準
を参酌して条例で定める校務の種類）に応
じて支給する。その額は、校務類型に係る
業務の困難性その他の事情を考慮して、条
例で定める（「学級担任」を想定）。 

◇処遇改善は人確法にもとづいて給料、もしくは
義務特手当の改善でおこなうべき。 

◇文科省令で「校務類型」が示されることで自治
体が縛られることが危惧される。文科省令に必
ずしも沿う必要はないことを明確にすべき 

◇幼稚園教員については、子ども・子育て支援法
にもとづいて処遇改善の財政措置がさること
から、教職調整額の増率の対象外としている
が、処遇改善がはかられているか実態把握が必
要。実態次第では、幼稚園教員のみを対象外と
することの修正を求める。 

 

 
新たな職に関する改正法案 問 題 点 

【学校教育法】 
○新たな職（主務教諭）を置くことができる

旨を新設する。 

 

◇自治体判断により置くことができるものであ
ることの確認が必要 

 
日教組のとりくみ 

☆ 学校の働き方改革がすすみ、長時間 

労働是正につながるよう、国会対策に 

とりくむ 

☆ 院内集会（Web 配信を計画中） 

単組・支部・分会のとりくみ 

☆ 国会での審議に 

学校現場の声を届けよう！→ 

  意見投稿フォームにご協力を → 

☆ 日教組・単組で全国での街宣行動を 

実施中 あなたも参加してみませんか。 

それで？ 
働き方は 
変わるの？ 


